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【別紙１】補助対象事業区分一覧

事業区分 事業概要 補助率等 備考

1 戦略的産業育
成支援事業

　本県の施策と連動し、付加価値の高いビジネスモ
デルの創出等を推進する戦略的産業（情報通信産
業、観光リゾート産業、国際物流機能を活用した新
たなビジネスを展開する臨空臨港型産業等）及びＤ
Ｘ、ＧＸの推進や社会課題解決を目的としたソーシャ
ルビジネスの育成・支援事業

3/4以内
（県出資公益法
人等は10/10以
内）

－

2 エネルギー基盤
安定整備事業

　本県におけるクリーンエネルギーの利活用、エネル
ギー供給の不利性低減等のエネルギー基盤安定化
に資する事業

2/3以内
（補助限度額：
30百万円/件)

－

3 地域産業技術
活性化・高度化
支援事業

(1)地域産業連携支援事業
　産業分類の異なる複数の事業者団体等で構成す
る連携体が行う、地域産業の活性化・高度化に寄与
すると認められる研究開発事業又は経済循環に資
する事業

3/4以内 【追加提出資料】
・共同事業体の設立
に関する資料（協定書
等）を提出
（別紙4-追加資料１を
参照）

(2)地域産業支援事業
　地域産業の活性化又は高度化に大きく寄与すると
認められる新技術又は新製品の実用化に向けた研
究開発及び研究成果を活用した新規ビジネスの創
出事業、地域産業の育成に寄与すると認められる事
業等

2/3以内
（県出資公益法
人等は10/10以
内）

-

4 技術基盤整備
事業

　技術の集積・他産業との連携による高度化・高付加
価値化、生産プロセスの見直しによる競争力強化等
を推進するものづくり・生産技術の基盤整備事業

1/2以内
（補助限度額：
10百万円/件)

【追加提出資料】
・詳細な要件及び追
加で必要な資料あり
（別紙4-追加資料２を
参照）

5 人材育成事業 　各産業のリスキリングや専門人材の育成等を支援
する取組や、兼業・副業等の多様な人材の活用を促
進する取組等の人材育成・確保支援事業

3/4以内
（県出資公益法
人等は10/10以
内）

－

6 北部地域産業
振興事業

　北部地域（名護市、国頭郡並びに島尻郡伊平屋村
及び伊是名村をいう。）における地場産業、情報関
連産業、地域イベント等の戦略的産業及び情報関
連、技術・研究開発関連、観光リゾート関連、農林水
産業関連分野等の人材育成並びに支援及び活用
事業

3/4以内 －

《補助対象外となる事業》
　国・県等の他の補助金の対象となる事業は、当補助金の対象外

（参考）
令和８年度予算規模（補助金額）
　・事業区分１～５の合計　　　　　　　　　　　　　　：　約145百万円
　・事業区分６（北部地域産業振興事業分）　　　 ：　約 14百万円
　（予算の範囲内で複数の事業を採択する予定）



【別紙２】補助対象経費について

補助事業に直接従事する者の基本給及び社会保険料の事業主負担分

・原則として雇用関係にあり、事業計画書（様式3-3）体制図に掲載された者が対象

・補助事業に従事した時間分に限り計上可能（時間外勤務手当は対象外）

・補助事業に従事した時間及び内容を証する日報等（従事者本人作成）が必要

・時間単価の積算方法は、健保等級単価計算を原則とします。

【対象外】補助事業に直接従事せず、管理・監督のみを行う役員・管理職等

【対象外】福利厚生に係る諸手当、賞与、超過勤務手当、雇用保険料など

助言を得るため招聘した専門家や講演会・勉強会の講師に対する謝礼金等

補助事業従事者に支給する旅費、専門家等招聘に係る交通費等

・鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料等

消耗品費 補助事業実施の為に必要な物品（備品、原材料費に含まれないもの）の取得費用

・１品の取得価格が税込10万円未満のもの（書籍は税込１万円未満）

【対象外経費】 資産性、汎用性のある物品等（パソコン、デジタルカメラ、タブレット端末等）

・３万円以上の執行にあたってはその必要性について事前に県の承諾を得る必要があります。

燃料費

印刷製本費 チラシやパンフレット等の印刷代、冊子等の製本代

・企画、デザイン等を含めて外注する場合は委託費に計上

役務費 人的なサービスの提供に対して支払う経費

・通信・運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、マネキン（販売員）への報酬等

・広告料について、企画、取材等を含めて外注する場合は委託費に計上

使用料及び賃借料 機器のリース料、会議室等の貸借料

※複数年の契約に基づくリース料については、事業実施期間分のみ補助対象

備品費

　【対象外経費】汎用性のある物品等（パソコン、デジタルカメラ、タブレット端末等）

・執行にあたってはその必要性について事前に県の承諾を得ること。

物品を生産するための原料又は材料の購入費用

・試薬、試験・研究用資材、販売を目的としない試作品の原材料等

特定の事業、研究等を育成、助長するため支出する補助金、催事出展料、研修等参加費用

上記以外の経費で、県が特に必要と認めたもの

この経費区分は「産業振興基金事業の補助金交付申請に係る経費配分の区分及び基準に関する取り扱い要領」に基づく。

《基本的な考え方》

・事業を遂行するために必要で、もっぱら事業のために使用される費用が補助対象経費となります。

※補助対象外となる費用の例※

・事務所等にかかる運営費（家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、事務用品、雑誌購読料、新聞代等）

・電話代、インターネット利用料金などの通信費

・飲食、奢侈、娯楽、接待、団体等の会費等の費用

・土地の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用

・収入印紙、切手、はがき（換金性の高いもの）、振込手数料（代引き手数料を含む）、各種保険料

・借入金などの支払利息及び遅延損害金

・補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成・送付に関する費用

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

《執行の留意点》

・交付決定前に着手（発注、契約等）された費用は、補助対象となりません。

・支払いは原則銀行振込とし、それが困難な場合は現金による支払いを行って下さい。

・本事業における発注先（委託先）の選定にあたって、価格の妥当性を証明出来るよう発注前に見積書を徴収して

・事業費を執行する際は、金額の妥当性を証明できるよう発注前に見積書を徴取してください。

　➢1件あたりの支払いが１０万円（税込）以上の執行は、原則として２者以上から見積（相見積り）徴取

　➢相見積りが困難で随意契約（任意で選定した特定の相手方との契約）とする場合は、選定理由書を添付

・事業費執行の事実を記録するため、支払いは原則銀行振込としてください。

・その他、執行にあたり不明な点がある場合は、随時、県に相談する必要があります。

補助金及び負担金

その他の経費

補助対象科目 内　　容

人　件　費

謝　　　金

旅　　　費

機械器具備品費 １件税込20万円以上の機械装置の購入費用（旧設備の撤去、設置に係る費用を含む）

（１件20万円以上のもの）

原材料費

委託費 業務の一部を外部の者に委託して行わせる際の経費

※事業区分：エネルギー基盤安定整備事業、技術・情報基盤整備事業に限り計上可能
※エネルギー基盤安定整備事業においては研究開発に係る機械装置に限る

庁
費

（備品、原材料費に含ま
れないもの）

自動車用燃料のガソリン、試験研究等に使用する燃料代等
※補助事業のために使用したことを証する書類が必要（車両運行管理簿など）

・１件税込20万円以上の機械器具は「機械器具備品費」に計上

補助事業の実施に必要な機械器具等の購入費用（税込10万円以上の物品。書籍は税込１万円以上）



【別紙３】


